
 

様式Ａ－１ 

申請等に対する処分一覧表 

（令和元年（2019年）４月１日作成） 

［所管：消防局予防課］ 

№． 法令名 根拠条項 処分名 基準 期間 

１  
消防法 8の 2の 3 

防火対象物定期点検報

告制度の特例認定 
B A 

２  
消防法 8の 2の 3 

防災管理定期点検報告

制度の特例認定 
B A 

３  
消防法 10-1 

危険物の仮貯蔵又は仮

取扱いの承認 
A A 

４  
消防法 11-1 

危険物施設の設置、変更

の許可 
A A 

５  
消防法 11-5 危険物施設の完成検査 B A 

６  
消防法 11-5 仮使用の承認 A A 

７  
消防法 11の 2-1 

危険物施設の完成検査

前検査 
B A 

８  
消防法 14の 2-1 

予防規程の制定、変更の

認可 
A A 

９  危険物の規制に関する

政令 
8-4 完成検査済証の再交付 B A 

１０  
危険物の規制に関する

規則 

62 の 5 の 2

－2 ただし

書 

休止中の地下タンク貯

蔵所等の漏れの点検期

間の延長承認 

B A 

１１  
危険物の規制に関する

規則 

62 の 5 の 3

－2 ただし

書 

休止中の地下埋設配管

の漏れの点検期間の延

長承認 

B A 

１２  
豊中市危険物規制規則 19 

タンク検査済証の再交

付申請 
B A 

１３  
豊中市火災予防条例 23 

劇場等での喫煙、裸火等

の許可申請 
B A 

１４  

豊中市火災予防条例 47 

少量危険物・指定可燃物

を貯蔵し、又は取扱うタ

ンクの検査 

B A 

１５  
火薬類取締法 3,7,9 

火薬類の製造営業の許

可 
B A 

１６  
火薬類取締法 5,7,9 

火薬類の販売営業の許

可 
B A 



１７  
火薬類取締法 10－1,3 

火薬類製造施設等の変

更の許可 
B A 

１８  
火薬類取締法 12－1,3 

火薬庫の設置又は変更

の許可 
B A 

１９  

火薬類取締法 
13 ただし

書 

火薬庫を所有又は占有

しないことを許可若し

くは火薬庫を共同占有

することの許可 

B A 

２０  
火薬類取締法 15-1～3 

火薬類の製造施設の設

置又は変更の完成検査 
B A 

２１  
火薬類取締法 15-1～3 

火薬庫の設置又は変更

の完成検査 
B A 

２２  
火薬類取締法 17－1～3 譲渡又は譲受の許可 B A 

２３  
火薬類取締法 17－7 

譲渡又は譲受の許可証

の書換 
B A 

２４  
火薬類取締法 17－8 

譲渡又は譲受の許可証

の再交付 
B A 

２５  
火薬類取締法 25－1～4 火薬類の消費の許可 B A 

２６  
火薬類取締法 27－1,2 火薬類の廃棄の許可 B A 

２７  
火薬類取締法 28－1,3 危害予防規程の認可 B A 

２８  
火薬類取締法 

29 －

1,2,4,5 
保安教育計画の認可 B A 

２９  
火薬類取締法 29－5,6 

火薬類消費者の保安教

育計画の認可 
B A 

３０  
火薬類取締法 35－1,2 

火薬類の製造施設及び

火薬庫の保安検査 
B A 

３１  
火薬類取締法施行規則 15－1 火薬庫外貯蔵所指示願 B A 

３２  
火薬類取締法施行規則 67の 7-4 

保安教育計画を定める

べき者の指定取消 
B A 

３３  
高圧ガス保安法 5,7,8 高圧ガスの製造の許可 A A 

３４  
高圧ガス保安法 14-1,3 

高圧ガスの製造の変更

の許可 
A A 

３５  
高圧ガス保安法 16-2 

高圧ガスの貯蔵所の許

可 
A A 

３６  
高圧ガス保安法 19-1,3 

高圧ガスの貯蔵所の変

更の許可 
A A 



３７  
高圧ガス保安法 20-1,3 高圧ガスの完成検査 A A 

３８  
高圧ガス保安法 35-1 保安検査 A A 

３９  
高圧ガス保安法 48-5 特別充てんの許可 A A 

４０  
高圧ガス保安法 50-3 容器検査所の登録 B A 

４１  
高圧ガス保安法 50-3 

容器検査所の登録の更

新 
B A 

４２  

高圧ガス保安法 54-1 

容器に充てんする高圧

ガスの種類又は圧力の

変更 

B A 

４３  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

3-1～4 
液化石油ガス販売事業

の登録 
B A 

４４  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

29-1～3 保安機関の認定 B A 

４５  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

32-1,2 保安機関の認定の更新 B A 

４６  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

33-1,3 
一般消費者の増加の認

可 
B A 

４７  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

35-1,2 
保安機関の保安業務規

程の制定の認可 
B A 

４８  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

35-3 
保安機関の保安業務規

程の変更の認可 
B A 

４９  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

35の6-1,2 
液化石油ガス販売事業

者の認定 
B A 

５０  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

36-1 
貯蔵施設等の設置の許

可 
B A 

５１  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

37の2-1,3 
貯蔵施設等の変更の許

可 
B A 

５２  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関
37の 3-1 貯蔵施設等の完成検査 B A 



する法律 

５３  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

37の4-1,2 
充てん設備の設置の許

可 
B A 

５４  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

37の 4-3 
充てん設備の変更の許

可 
B A 

５５  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

37の 4-4 充てん設備の完成検査 B A 

５６  液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関

する法律 

37の6-1,2 充てん設備の保安検査 B A 

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 防火対象物定期点検報告制度の特例認定 

根拠法令及び条項 消防法第 8条の 2の 3第 1項 

所管部局課室係名 消防局予防課予防係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかである。 

第八条の二の三 消防長又は消防署長は、前条第一項の防火対象物

であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理に

ついて権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例

を設けるべき防火対象物として認定することができる。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(  年) 月 設定 (平成 年 月 日最終変

更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数２１日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23 年( 2011 年)4 月 19 日設定 (平成 24 年 4 月 1 日

変更) 

備   考  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 防災管理定期点検報告制度の特例認定 

根拠法令及び条項 
消防法第 36 条第 1 項において準用する同法第 8 条の 2 の

3第１項 

所管部局課室係名 
消防局予防課予防係、北消防署予防広報係・南消防署予防

広報係・新千里消防署予防広報係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかである。 

第八条の二の三 消防長又は消防署長は、前条第一項の防火対象物

であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理に

ついて権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例

を設けるべき防火対象物として認定することができる。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(   年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数２１日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23 年(2011 年)4 月 19 日設定 (平成 24 年 4 月 1 日

変更) 

備   考  

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 危険物の仮貯蔵又は仮取扱の承認 

根拠法令及び条項 消防法第１０条第１項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項 
豊中市危険物規制規則第 2条（昭和 55年 7月 1日豊中市規則第 18

号 

基    準 

豊中市危険物施設の審査基準 

第２（仮貯蔵又は仮取扱いの承認） 

１ 仮貯蔵等の反復の制限 

２ 屋外における仮貯蔵等 

３ 屋内における仮貯蔵等 

４ 仮貯蔵等における危険物の貯蔵又は取扱いの基準 

５ 消火設備 

６ 掲示板 

７ 危険物取扱者の立ち会い 

８ 地下タンクの定期点検に伴う危険物の抜取り等 

９ 基準の特例 

１０ タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵 

１１ ドライコンテナによる危険物の仮貯蔵 

１２ タンクコンテナとドライコンテナの同一場所での仮貯蔵 

１３ 油入ケーブル敷設替え工事に伴う絶縁油の仮取扱い 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 6 年( 1994 年)10 月 1 日設定 (平成 27 年 5 月 11 日

最終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数  ３日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  



 

様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 危険物施設の設置、変更の許可 

根拠法令及び条項 消防法第 11条第 1項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項 

豊中市危険物規制規則 

第３条（製造所等の設置又は変更の許可） 

第５条（移動タンク貯蔵所の位置の変更申請） 

基    準 

豊中市危険物施設の審査基準 

第３（製造所）～第２０（警報設備） 

第３ 製造所（政令第９条） 

第４ 一般取扱所（危政令第１９条） 

第５ 屋内貯蔵所（危政令第 10条） 

第６ 屋外タンク貯蔵所（危政令第 11条） 

第７ 屋内タンク貯蔵所（危政令第 12条） 

第８ 地下タンク貯蔵所（危政令第 13条） 

第９ 簡易タンク貯蔵所（危政令第 14条） 

第 10 移動タンク貯蔵所（危政令第 15条） 

第 11 屋外貯蔵所（危政令第 16条） 

第 12 給油取扱所（危政令第 17条） 

第 13 販売取扱所（危政令第 18条） 

第 14 移送取扱所（危政令第 18条の２） 

第 15 認定保安距離 

第 16 電気的腐食のおそれのある場所 

第 17 換気設備等 

第 18 電気設備 

第 19 消火設備 

第 20 警報設備（危政令第 21条） 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 6 年( 1994 年)10 月 1 日設定 (平成 27 年 5 月 11 日

最終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 製造所等の設置許可申請２１日・製造所等の変更許可申請１４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変



更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 危険物施設の完成検査 

根拠法令及び条項 消防法第１１条第５項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

１完成検査は、申請に係る製造所等が法第１０条第４項に規定する

技術上の基準に適合し、かつ、許可申請の内容のとおりに完成し

ているかどうかを確認するものとする。 

２完成検査の結果、申請に係る製造所等が法第１０条第４項に規定

する技術上の基準に適合し、かつ、許可申請の内容のとおりに完

成していると認められる場合は、完成検査済証を交付する。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 6 年( 1994 年)10 月 1 日設定 (平成 27 年 5 月 11 日

最終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 設置の完成検査済証交付まで５日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 仮使用の承認 

根拠法令及び条項 消防法第１１条第５項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項 

豊中市危険物規制規則 

 第６条（仮使用の承認） 

第６条の２（変更許可及び仮使用の承認の同時申請） 

基    準 

豊中市危険物施設の審査基準 

 第１（仮使用の承認） 

１ 仮使用の承認対象 

２ 保安距離の短縮限界 

３ 塀の高さ 

４ 壁体と防火塀の共用 

５ 塀の幅 

６ 塀等の構造 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 6 年( 1994 年)10 月 1 日設定 (平成 27 年 5 月 11 日

最終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 危険物施設の完成検査前検査 

根拠法令及び条項 消防法第１１条の２第１項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

危険物タンクに漏れ、変形等異常がないかを現場において確認す

る。 

異常がなければ正・副（金属製プレート）のタンク検査済証を交付

する。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 6 年( 1994 年)10 月 1 日設定 (平成 27 年 5 月 11 日

最終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数  ７日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 予防規程の制定認可 予防規程の変更認可 

根拠法令及び条項 消防法第１４条の２第１項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項 豊中市危険物規制規則 第 15条（予防規程の認可） 

基    準 

豊中市危険物施設の審査基準 

 第２３（予防規程） 

Ⅰ 製造所等（給油取扱所を除く）の予防規程 

１ 予防規程の作成単位（認可の申請） 

２ 予防規程と他規程等との関係 

３ 予防規程に定める事項 

４ 単独荷卸しを行う製造所等における事項 

５ 他の保安規程の適用を受ける施設の取扱い 

Ⅱ 給油取扱所の予防規程 

１予防規程の作成単位（認可の申請） 

２ 予防規程に定める事項 

３ 圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所における

事項 

４ 単独荷卸しを行う給油取扱所における事項 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 6 年( 1994 年)10 月 1 日設定 (平成 27 年 5 月 11 日

最終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 完成検査済証の再交付 

根拠法令及び条項 危険物の規制に関する政令第８条第４項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(   年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数  ３日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 
休止中の地下タンク貯蔵所等の漏れの点検期間の延長承

認 

根拠法令及び条項 
危険物の規制に関する規則第６２条の５の２第２項ただ

し書 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該規則に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長承認 

根拠法令及び条項 
危険物の規制に関する規則第６２条の５の３第２項ただ

し書 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該規則に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 タンク検査済証の再交付 

根拠法令及び条項 豊中市危険物規制規則第１９条 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該規則に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(   年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数  ３日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 劇場等での喫煙、裸火等の許可申請 

根拠法令及び条項 豊中市火災予防条例第２３条 

所管部局課室係名 予防課予防係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項 豊中市火災予防条例施行規則第 3条に定める危険物品等 

基    準 

豊中市火災予防条例第２３条喫煙等禁止行為の許可基準

等に関する規程（平成９年１０月１日消防長訓令第１８

号） 

（禁止行為の許可）第 4条 

 別表第 1 許可区分表 

 別表第 2 許可要件区分表 

（許可の期間）第 5条 

（許可申請及び処理の手続）第 6条 

（許可の特例）第 7条 

 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成９年(1997年)10月 1日設定 (令和４年４月 1日最終

変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ５日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 12 年(2000 年)９月 21 日設定 (平成 24 年４月 1 日

変更) 

備   考  

 

 

 

 

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 
少量危険物・指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの検

査 

根拠法令及び条項 豊中市火災予防条例第 47条（タンクの水張検査等） 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

豊中市火災予防条例第３１条の４第２項、第３１条の５及び第３１

条の６（第３３条第３項において準用する場合を含む。）に規定す

る技術上の基準に適合し、申請の内容と相違がないこと。 

 

第 47 条 消防長は，前条第 1 項の届出に係る指定数量未満の危険

物又は指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱うタンクを製造し，又は設

置しようとする者の申出により，当該タンクの水張検査又は水圧検

査を行うことができる。 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 年(   年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ７日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 12 年( 2000 年)9 月 21 日設定 (平成 24 年 4 月 1 日

変更) 

備   考  

 

  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬類の製造営業の許可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第３条、第７条、第９条 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ６０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬類の販売営業の許可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第５条、第７条、第９条 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬類の製造施設等の変更の許可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第１０条第１項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬庫の設置又は変更の許可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第１２条第１項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 
火薬庫を所有又は占有しないことを許可若しくは火薬庫

を共同占有することの許可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第１３条ただし書 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １５日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬類の製造施設の設置又は変更の完成検査 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第１５条第１項、第２項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬庫の設置又は変更の完成検査 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第１５条第１項、第２項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 譲渡又は譲受の許可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第１７条第１項、第２項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 譲渡又は譲受の許可証の書換 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第１７条第７項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ６日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 譲渡又は譲受の許可証の再交付 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第１７条第８項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬類の消費の許可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第２５条第１項、第２項、第３項、第４項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ２８日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬類の廃棄の許可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第２７条第１項、第２項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 危害予防規程の認可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第２８条第１項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １５日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 保安教育計画の認可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第２９条第１項、第２項、第４項、第５項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬類消費者の保安教育計画の認可 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第２９条第５項、、第６項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬類の製造施設及び火薬庫の保安検査 

根拠法令及び条項 火薬類取締法第３５条第１項、第２項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ４０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 火薬庫外貯蔵所指示願 

根拠法令及び条項 火薬類取締法施行規則第１５条第１項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該規則に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ２１日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 保安教育計画を定める者の指定取消 

根拠法令及び条項 火薬類取締法施行規則第６７条の７第４項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該規則に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ２１日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 高圧ガスの製造の許可 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第５条、第７条、第８条 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

豊中市高圧ガス許認可等の審査基準 

第１  一種製造【第 6 条第 1 項】(定置式製造設備)【位置・構

造・設備】 

第２  一種製造【第 6 条第 2 項】(定置式製造設備)【製造の方

法】 

第３  一種製造【第 6条の 2第 1項】(CE)【位置・構造・設備】 

第４  一種製造【第 6条の 2第 2項】(CE《ローリーから受け入

れるもの》)【位置・構造・設備】 

第５  一種製造【第 6条の 2第 3項】(CE)【製造の方法】 

第６  一種製造【第 7条第 1項】(圧縮天然ガススタンド《外部

供給無》) 

【位置・構造・設備】 

第７  一製製造【第 7条第 2項】(圧縮天然ガススタンド《外部

供給有》) 

【位置・構造・設備】 

第８  一種製造【第 7条第 3項】(圧縮天然ガススタンド)【製造

の方法】 

第９  一種製造【第 7条の 2第 1項】(液化天然ガススタンド) 

【位置・構造・設備】 

第１０ 一種製造【第 7 条の 2 第 2 項】(液化天然ガススタンド)

【製造の方法】 

第１１ 一種製造【第 7条の 3第 1項】(特定圧縮水素スタンド) 

【位置・構造・設備】 

第１２ 一種製造【第 7条の 3第 2項】(特定圧縮水素スタンド《基

準きつめ》)【位置・構造・設備】 

第１３ 一種製造【第 7条の 3第 3項】(特定圧縮水素ガススタン

ド) 

【製造の方法】 

第１４ 一種製造【第 8 条第 1 項】(移動式製造設備)【位置・構

造・設備】 

第１５ 一種製造【第 8 条第 2 項】(移動式製造設備)【製造の方

法】 

第１６ 一種製造【第 8 条第 3 項】(移動式製造設備《CE 充てん



用》) 

【位置・構造・設備】 

第１７ 一種製造【第 8 条第 4 項】(移動式製造設備《CE 充てん

用》) 

【製造の方法】 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ２５日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

 

 

 

 

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 高圧ガスの製造の変更の許可 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第１４条第１項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

豊中市高圧ガス許認可等の審査基準 

第１  一種製造【第 6 条第 1 項】(定置式製造設備)【位置・構

造・設備】 

第２  一種製造【第 6 条第 2 項】(定置式製造設備)【製造の方

法】 

第３  一種製造【第 6条の 2第 1項】(CE)【位置・構造・設備】 

第４  一種製造【第 6条の 2第 2項】(CE《ローリーから受け入

れるもの》)【位置・構造・設備】 

第５  一種製造【第 6条の 2第 3項】(CE)【製造の方法】 

第６  一種製造【第 7条第 1項】(圧縮天然ガススタンド《外部

供給無》) 

【位置・構造・設備】 

第７  一製製造【第 7条第 2項】(圧縮天然ガススタンド《外部

供給有》) 

【位置・構造・設備】 

第８  一種製造【第 7条第 3項】(圧縮天然ガススタンド)【製造

の方法】 

第９  一種製造【第 7条の 2第 1項】(液化天然ガススタンド) 

【位置・構造・設備】 

第１０ 一種製造【第 7 条の 2 第 2 項】(液化天然ガススタンド)

【製造の方法】 

第１１ 一種製造【第 7条の 3第 1項】(特定圧縮水素スタンド) 

【位置・構造・設備】 

第１２ 一種製造【第 7条の 3第 2項】(特定圧縮水素スタンド《基

準きつめ》)【位置・構造・設備】 

第１３ 一種製造【第 7条の 3第 3項】(特定圧縮水素ガススタン

ド) 

【製造の方法】 

第１４ 一種製造【第 8 条第 1 項】(移動式製造設備)【位置・構

造・設備】 

第１５ 一種製造【第 8 条第 2 項】(移動式製造設備)【製造の方

法】 

第１６ 一種製造【第 8 条第 3 項】(移動式製造設備《CE 充てん



用》) 

【位置・構造・設備】 

第１７ 一種製造【第 8 条第 4 項】(移動式製造設備《CE 充てん

用》) 

【製造の方法】 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １５日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 高圧ガスの貯蔵所の許可 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第１６条第２項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

豊中市高圧ガス許認可等の審査基準 

第２４ 一種貯蔵【第 22条】(貯槽《CE除く》)【位置・構造・設

備】 

第２５ 一種貯蔵【第 22条】(CE)【位置・構造・設備】 

第２６ 一種貯蔵【第 22条】(CE《ローリーから受け入れるもの》) 

【位置・構造・設備】 

第２７ 一種貯蔵【第 23条】(容器)【位置・構造・設備】 

 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １５日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 高圧ガスの貯蔵所の変更の許可 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第１９条第１項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

豊中市高圧ガス許認可等の審査基準 

第２４ 一種貯蔵【第 22条】(貯槽《CE除く》)【位置・構造・設

備】 

第２５ 一種貯蔵【第 22条】(CE)【位置・構造・設備】 

第２６ 一種貯蔵【第 22条】(CE《ローリーから受け入れるもの》) 

【位置・構造・設備】 

第２７ 一種貯蔵【第 23条】(容器)【位置・構造・設備】 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 高圧ガスの完成検査 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第２０条第１項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

豊中市高圧ガス許認可等の審査基準 

第１  一種製造【第 6 条第 1 項】(定置式製造設備)【位置・構

造・設備】 

第２  一種製造【第 6 条第 2 項】(定置式製造設備)【製造の方

法】 

第３  一種製造【第 6条の 2第 1項】(CE)【位置・構造・設備】 

第４  一種製造【第 6条の 2第 2項】(CE《ローリーから受け入

れるもの》)【位置・構造・設備】 

第５  一種製造【第 6条の 2第 3項】(CE)【製造の方法】 

第６  一種製造【第 7条第 1項】(圧縮天然ガススタンド《外部

供給無》) 

【位置・構造・設備】 

第７  一製製造【第 7条第 2項】(圧縮天然ガススタンド《外部

供給有》) 

【位置・構造・設備】 

第８  一種製造【第 7条第 3項】(圧縮天然ガススタンド)【製造

の方法】 

第９  一種製造【第 7条の 2第 1項】(液化天然ガススタンド) 

【位置・構造・設備】 

第１０ 一種製造【第 7 条の 2 第 2 項】(液化天然ガススタンド)

【製造の方法】 

第１１ 一種製造【第 7条の 3第 1項】(特定圧縮水素スタンド) 

【位置・構造・設備】 

第１２ 一種製造【第 7条の 3第 2項】(特定圧縮水素スタンド《基

準きつめ》)【位置・構造・設備】 

第１３ 一種製造【第 7条の 3第 3項】(特定圧縮水素ガススタン

ド) 

【製造の方法】 

第１４ 一種製造【第 8 条第 1 項】(移動式製造設備)【位置・構

造・設備】 

第１５ 一種製造【第 8 条第 2 項】(移動式製造設備)【製造の方

法】 

第１６ 一種製造【第 8 条第 3 項】(移動式製造設備《CE 充てん



用》) 

【位置・構造・設備】 

第１７ 一種製造【第 8 条第 4 項】(移動式製造設備《CE 充てん

用》) 

【製造の方法】 

第２４ 一種貯蔵【第 22条】(貯槽《CE除く》)【位置・構造・設

備】 

第２５ 一種貯蔵【第 22条】(CE)【位置・構造・設備】 

第２６ 一種貯蔵【第 22条】(CE《ローリーから受け入れるもの》) 

【位置・構造・設備】 

第２７ 一種貯蔵【第 23条】(容器)【位置・構造・設備】 

第３１ 移動【第 49条第 1項】(車両に固定した容器《燃料用装置

除く》) 

【移動】 

第３２ 移動【第 49 条第 2 項】(車両に固定した容器《燃料用装

置》) 

【移動】 

第３３ 移動【第 50条】(車両に固定した容器以外)【その他移動】 

第３４ 移動【第 51条】【導管移動】 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

 

 

 

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 高圧ガスの保安検査 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第３５条第１項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

豊中市高圧ガス許認可等の審査基準 

第１  一種製造【第 6 条第 1 項】(定置式製造設備)【位置・構

造・設備】 

第２  一種製造【第 6 条第 2 項】(定置式製造設備)【製造の方

法】 

第３  一種製造【第 6条の 2第 1項】(CE)【位置・構造・設備】 

第４  一種製造【第 6条の 2第 2項】(CE《ローリーから受け入

れるもの》)【位置・構造・設備】 

第５  一種製造【第 6条の 2第 3項】(CE)【製造の方法】 

第６  一種製造【第 7条第 1項】(圧縮天然ガススタンド《外部

供給無》) 

【位置・構造・設備】 

第７  一製製造【第 7条第 2項】(圧縮天然ガススタンド《外部

供給有》) 

【位置・構造・設備】 

第８  一種製造【第 7条第 3項】(圧縮天然ガススタンド)【製造

の方法】 

第９  一種製造【第 7条の 2第 1項】(液化天然ガススタンド) 

【位置・構造・設備】 

第１０ 一種製造【第 7 条の 2 第 2 項】(液化天然ガススタンド)

【製造の方法】 

第１１ 一種製造【第 7条の 3第 1項】(特定圧縮水素スタンド) 

【位置・構造・設備】 

第１２ 一種製造【第 7条の 3第 2項】(特定圧縮水素スタンド《基

準きつめ》)【位置・構造・設備】 

第１３ 一種製造【第 7条の 3第 3項】(特定圧縮水素ガススタン

ド) 

【製造の方法】 

第１４ 一種製造【第 8 条第 1 項】(移動式製造設備)【位置・構

造・設備】 

第１５ 一種製造【第 8 条第 2 項】(移動式製造設備)【製造の方

法】 

第１６ 一種製造【第 8 条第 3 項】(移動式製造設備《CE 充てん



用》) 

【位置・構造・設備】 

第１７ 一種製造【第 8 条第 4 項】(移動式製造設備《CE 充てん

用》) 

【製造の方法】 

第２４ 一種貯蔵【第 22条】(貯槽《CE除く》)【位置・構造・設

備】 

第２５ 一種貯蔵【第 22条】(CE)【位置・構造・設備】 

第２６ 一種貯蔵【第 22条】(CE《ローリーから受け入れるもの》) 

【位置・構造・設備】 

第２７ 一種貯蔵【第 23条】(容器)【位置・構造・設備】 

第３１ 移動【第 49条第 1項】(車両に固定した容器《燃料用装置

除く》) 

【移動】 

第３２ 移動【第 49 条第 2 項】(車両に固定した容器《燃料用装

置》) 

【移動】 

第３３ 移動【第 50条】(車両に固定した容器以外)【その他移動】 

第３４ 移動【第 51条】【導管移動】 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ４０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 特別充てんの許可 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第４８条第５項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

豊中市高圧ガス許認可等の審査基準 

第２７ 一種貯蔵【第 23条】(容器)【位置・構造・設備】 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 容器検査所の登録 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第５０条第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １２日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 容器検査所の登録の更新 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第５０条第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １２日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更 

根拠法令及び条項 高圧ガス保安法第５４条第１項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項  

設定等年月日 
平成 24 年(2012 年)3 月 23 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ２０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 

  



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 液化石油ガス販売事業の登録 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３条第１項、第２項、第３項、第４項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 保安機関の認定 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第２９条第１項、第２項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 保安機関の認定の更新 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３２条第１項、第２項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 一般消費者の増加の認可 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３３条第１項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 保安機関の保安業務規程の制定の認可 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３５条第１項、第２項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 保安機関の保安業務規程の変更の認可 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３５条第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 液化石油ガス販売事業者の認定 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３５条の６第１項、第２項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 貯蔵施設等の設置の許可 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３６条第１項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 貯蔵施設等の変更の許可 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３７条の２第１項、第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 貯蔵施設等の完成検査 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３７条の３第１項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 充てん設備の設置の許可 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３７条の４第１項、第２項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 充てん設備の変更の許可 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３７条の４第３項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ３０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処  分  名 充てん設備の完成検査 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３７条の４第４項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 １４日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 



様式 B－1 

 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

処  分  名 充てん設備の保安検査 

根拠法令及び条項 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 

第３７条の６第１項、第２項 

所管部局課室係名 消防局予防課危険物保安係 

 

審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

 

準 

 

関 係 条 項  

基    準 

根拠条項により明らかであるので、当該法令に基づき適切に対処す

る。 

参 考 事 項 
 

設定等年月日 
平成 年(     年) 月 日設定 (平成 年 月 日最

終変更) 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 総日数 ４０日 

内    訳 
経 由 機 関   日（           ） 

処 分 機 関   日（           ） 

設定等年月日 
平成 23年(2011年)4月 19日設定 (平成 27年 4月 1日変

更) 

備   考  

 


